


 

・予約システム運用者会議等への出席 

・利用者からの問い合わせ対応 

・その他システムの運用に必要な対応 

 

２ 特記事項 

(1) 予約システム関連業務で必要となる機器等については、予約システム運営委託事業者より提供す

る。指定管理者は提供を受けた機器等を、善良な管理者としての注意義務をもって使用・管理しな

ければならない。 

(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により提供を受けた機器等を汚損または毀損した場合は、原則

として指定管理者の責において、新規購入または修理費相当額を負担すること。 

(3) 指定管理者としての指定を受けた者は、別途通知する操作研修等に参加し、予約システムを適切

に操作できるようにすること。  

(4) 予約システムのオンライン及び窓口におけるキャッシュレス決済（本人認証サービス（３Ⅾセキュ

ア）に伴う費用を含む）にかかる費用を負担すること。 

(5)  指定期間中に本業務内容に変更が生じた場合は、変更された内容を遵守すること。 


